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第３章    計画の基本理念と基本目標 

 

 

 

１ 基本理念 

少子高齢化の進行や高齢者世帯・単身世帯の増加に伴い、人々の価値観や考え方、

生活様式が多様化する中、家庭だけでなく、地域においても支え合いの機能が弱まっ

ています。 

こうした中、地域には、子育て世帯、高齢者や障がい者、生活困窮者等、生活に不

安を抱えている人、生活が困難になっている人たちがいます。 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくために、地域住民がお互いのつ

ながりを深めていくことが重要であるという認識をもつとともに、計画の連続性を維

持するため、本計画では第１期計画の基本理念を継承し、「みんなでつむぐ 福祉のま

ち 田原本」を基本理念とします。 

田原本町では、この基本理念に基づいて地域福祉を推進していきます。 

 

 

【 基 本 理 念 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みんなでつむぐ 福祉のまち 田原本 
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２ 基本目標 

本計画の基本理念である「みんなでつむぐ 福祉のまち 田原本」を実現するため、

地域福祉計画・地域福祉活動計画、自殺対策計画のそれぞれで基本目標を設定します。 

 

（１）地域福祉計画・地域福祉活動計画 

基本目標１ 誰もが安全・安心に暮らせる支援体制の強化 

支援を求める人に支援が行き届くよう、福祉に関する情報提供をはじめ、行政によ

る相談はもちろんのこと、地域で活動する各主体による相談も含めた幅広く、切れ目

のない相談支援体制の充実を図ります。 

また、誰もが安心してサービスを利用できるよう、適切な手段での情報提供体制の

充実を図るとともに、すべての人々の人権が尊重され、虐待等への対応を適切に行う

ことができる体制の充実を図ります。 

 

基本目標２ 福祉を支える体制の充実 

地域福祉を進めるうえでの主役は住民であり、住民の参画は必要不可欠なものです。 

地域づくりに意欲をもった人材を育成するための仕組みをつくるとともに、福祉を

支援するネットワークの構築等により、田原本町の福祉を支えるちからの充実をめざ

します。 

 

基本目標３ 地域のつながりの強化 

地域での住民相互の交流や世代間交流を通してつながりを深めるなど、地域一体と

なって地域福祉を推進していくための土壌づくりを行います。 

また、地域づくりに関する情報提供や福祉教育により、町全体の福祉意識の醸成に

努めます。 

 

 

（２）自殺対策計画 

基本目標１ 自殺対策を推進する体制の強化 

自殺対策を推進するうえでの基盤となる取り組みが、地域におけるネットワークの

強化です。医療、福祉、教育、労働等様々な領域において、自殺対策のネットワーク

の強化に取り組みます。  
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また、住民に向けて講演会等の情報提供を行うほか、適切な行政サービスの利用支

援や支援団体へのつなぎ等の「生きることの促進要因」を増やす取り組みを行うこと

によって、自殺リスクの低減を図ります。 

 

基本目標２ 自殺対策を支える相談・支援体制の充実 

自殺のサインに気づき、声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門の相談機関につな

ぐ役割を担う「ゲートキーパー*」を養成するなど、専門家や関係者のみならず、幅広

く自殺対策を支える人材の育成を図るほか、児童生徒が一人で問題を抱え込まず他者

に支援を求めることができる環境整備に取り組みます。 

 

重点施策 

自殺総合対策大綱に基づき、国が指定調査研究等法人において、すべての都道府県

及び市町村の自殺の実態を分析した「自殺実態プロファイリング※」によると、田原本

町において重点的に取り組むことを推奨されるキーワードは令和2年度から令和４年

度まで「勤務・経営」、「生活困窮者」「高齢者」となっており、自殺対策の推進に向け、

地域における優先的な課題として施策の展開を図っていきます。 

 

※自殺実態プロファイリング：2017年（平成29年）に閣議決定された新たな自殺総合対策大綱

には、「国は、自殺総合対策推進センターにおいて、全ての都道府県及び市町村それぞれの

自殺の実態を分析した自殺実態プロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画の

策定を支援する。」とあります。2020年からは、いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）

がその業務を引き継いでいます。「地域自殺実態プロファイル」には以下の情報が含まれて

います。 

［地域の自殺者の特徴］ 

・属性（男女、年齢、同居人の有無、雇用状況、自殺未遂歴等）別の自殺者数 

・学生・生徒等の自殺者数 

・自殺の手段別の自殺者数 

・地域の事業所数、従業者数 

・住民の悩みやストレスの状況、こころの状態 等 

 

  



     

 
59 

第
３
章 

計
画
の
基
本
理
念
と
基
本
目
標 

 

 

 

３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 基本理念 ］ ［ 基本施策 ］ ［ 基本目標 ］ 

み
ん
な
で
つ
む
ぐ  

福
祉
の
ま
ち  

田
原
本 

（１）包括的な相談支援体制の充実【重点】 

（２）情報提供の充実 

（３）人権の尊重と権利擁護の推進 

（４）福祉サービスの充実 

（１）重層的な地域福祉ネットワークの構築 
【重点】 

１ 誰もが安全・安
心に暮らせる支
援体制の強化 

（２）福祉を担う人づくり 

（１）地域での助けあい、支えあい活動の促進 
（住民の参加促進） 

（２）地域活動・ボランティア活動の活性化 

（３）福祉教育の充実 

２ 福祉を支える 
体制の充実 

３ 地域のつながり
の強化 

（１）生活困窮者自立支援事業＊と自殺対策との 
連動性の向上 

（２）高齢者の自殺対策の推進 

（３）勤務問題に関わる自殺に対する対策の推進 

＜重点施策＞ 

地域特性における 

重点課題の取り組み強化 

（１）地域におけるネットワークの強化 

（２）住民への啓発と周知 

（３）生きることの促進要因への支援 

（１）自殺対策を支える人材の育成 

（２）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

１ 自殺対策を推進
する体制の強化 

２ 自殺対策を支え
る相談・支援体
制の充実 

地域福祉計画・ 

地域福祉活動計画 

自殺対策計画 


